
機能強化計画の進捗状況（要約） （別紙様式３）

１．15年度の全体的な進捗状況及びそれに対する評価

２．15年10月～16年3月までの全体的な進捗状況及びそれに対する評価

３．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況（別紙様式１）

具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年度 15年10月～16年3月

Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

１．創業・新事業支援機能等の強化

（１）業種別担当者の配置等融資審査態勢の強化 中小企業再生支援担
当者等研修に１名参
加。企業再生支援講
座に４名参加。融資部
トレーニーの実施。融
資渉外講座に４名参
加。試行的に行ってい
る企業格付の本格的
導入による審査能力
の向上。

８月、融資渉外講座に
参加する。
９月、中小企業再生支
援担当者等研修に参
加。　　　　　　　　　　９
月、企業再生支援講
座に参加する。
10月、融資渉外講座、
企業再生支援講座の
庫内集合研修を実施
する。

融資部トレーニーを実施す
る。関係する講座、研修に参
加する。

左記の１５年スケジュールの
とおりに営業店や本部の担
当者を外部研修に参加させ
た。

15年10月、融資渉外講座（全信協）の庫内
集合研修を実施した。　　　　　　　　15年10
月、企業再生支援講座（全信協）の庫内集
合研修を実施した。

当初の計画どおり、外部研修に本部お
よび営業店の融資審査担当者を参加
させる事ができた。　　　また、左記の
庫内集合研修を下期に行い一定の融
資審査能力の向上が図られ、中小企
業金融の一層の取組みが強化できた
ものと評価している。

（２）企業の将来性や技術力を的確に評価できる人材の育成を目
的とした研修の実施

人材の確保・育成を図
るため、外部研修に引
き続き派遣していく。そ
して、自立型人材の確
保・育成を図る。

群信協・全信協・中小
企業総合事業団等の
各種講座・研修に派遣
した。

引き続き、群信協・全信協等
の各種講座・研修に派遣して
いく。

平成１６年３月末までに、群
信協・全信協・中小企業事業
団各主催の講座に３０名を派
遣した。

平成１６年３月末までの下期に群信協「税
務講座」３名、全信協「目利き力養成講座」
２名を派遣した。

これまでも各種外部研修に、毎年職員
を派遣していますが、リレーションシッ
プバンキングの主旨に則り、今後も人
材の育成を図っていきます。

（３）産学官とのネットワークの構築・活用や日本政策投資銀行と
の連携。「産業クラスターサポート会議」への参画

産学官とのネットワー
クや日本政策投資銀
行との連携よりも商工
会議所・商工会等の連
携強化。

地元商工会議所・商工
会と連携し創業支援
的融資を活用。

地元商工会議所・商工会と
連携し創業支援的融資を活
用。
「１社１技術」への紹介。

創業者支援資金保証のチラ
シを営業店へ追加配備。
「１社１技術認定」への紹介
はなかったが群馬県や館林
市制度融資を活用した新規
起業資金の融資を行なった。

館林市制度融資「起業家チャレンジ資金」
の融資を行なった。
「産業クラスターサポート会議」出席。

地元商工会議所・商工会と連携し市町
村・群馬県・保証協会等の創業支援的
融資を活用するほか「１社１技術」への
紹介も進める。「産業クラスターサポー
ト会議」への参画へも検討。

（４）ベンチャー企業向け業務に係る、日本政策投資銀行、中小
企業金融公庫、商工組合中央金庫等との情報共有、協調投融
資等連携強化

地元商工会議所・商工
会と連携し創業支援
的融資を活用する。
中小企業等育成型投
資ファンドへの投資予
定。

地元商工会議所・商工
会と連携し創業支援
的融資を活用。
中小企業等育成型投
資ファンドへの投資。

地元商工会議所・商工会と
連携し創業支援的融資を活
用。

創業支援的制度融資を活用
促進のため群馬県信用保証
協会の創業支援資金保証の
チラシを営業店へ追加配置。

新規開業資金として群馬県や館林市制度
融資を活用した創業支援的融資を取扱っ
た。
群馬県中小企業等育成型投資ファンドへ
の投資も実施した。

地元商工会議所・商工会と連携強化
し、市町村・群馬県・保証協会の創業
支援的融資を活用。
群馬県中小企業等育成型投資ファンド
への投資。

　「リレーションシップバンキングの機能強化計画」について当金庫も、２年間の「集中改善期間」における中小企業の再生と地域経済の活性
化、及び健全性確保、収益性向上等に向け役職員一丸となり取組んでいるところです。平成１５年４月より、これまで１年間、中小企業専門金
融機関として、中小企業再生のため、中小企業の力になれるよう、中小企業金融に積極的に取組んできました。取組み開始して、１年が経ち
ますが、まだまだ中小企業再生・地域経済活性化は、十分な成果を見るまでには至っておりません。しかし、各個別項目について、地域の中
小企業再生に向け、役職員全員で地域のため、地域の信用金庫として、さらなる努力を行っていきます。

　「リレーションシップバンキングの機能強化計画」実施後、新事業支援強化策の一環として、起業家チャレンジ資金、創業者支援資金などを
取組み、また中小企業再生支援専担者が担当している、経営改善支援対象企業１０社の経営相談支援も行った。結果は、１社ランクアップさ
せることが出来た。今後も、経営改善支援対象企業を20社に拡大し、中小企業金融の再生に向けた取組みを強化していきたい。

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

1 （館林信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年度 15年10月～16年3月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（５）中小企業支援センターの活用 該当案件発生時、同
センターの積極的活
用。

中小企業支援センター
との情報交換。

中小企業支援センターとの
連携と取組み。

中小企業支援センターとの情
報交換会は行なわれなかっ
た。

中小企業支援センターとの情報交換会は
行なわれなかった。

中小企業支援センターと連携を密にし
た対応。

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（１）経営情報やビジネス・マッチング情報を提供する仕組みの整
備

経営セミナー・交流会
の他、ビジネスマッチ
ングを視野に入れた
会員事業所見学会を
継続実施。

経営セミナー・講演会・
交流会開催。
会員事業所見学会実
施。

継続的な経営セミナー・講演
会・交流会開催。
会員事業所見学会実施。

講演会３回開催
「事業の繁栄は健康から」３７
名参加
「中小企業の生き残り発想
法」４５名参加
「笑いと中小企業繁栄の秘
訣」４７名参加

講演会１回開催
「笑いと中小企業繁栄の秘訣」４７名参加

・経営情報交換を目的とした経営セミ
ナーや会員交流会を年３回実施。
・ビジネス・マッチングを視野に入れた
会員事業所見学会を年１回実施。

（２）コンサルティング業務、Ｍ＆Ａ業務等の取引先企業への支援
業務の取組み

ＦＰ資格者による相談
受付のほか、信金中
金・全信協等の専門部
署への紹介。

業務推進部内に経営相談室
を設置、ＦＰ資格者とともに相
談業務や相談紹介業務を行
なう。

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生防
止のための体制整備強化並びに実績公表

別紙様式３－２、別紙
様式３－３参照

（４）中小企業支援スキルの向上を目的とした研修の実施 取引先である中小企
業支援・育成のため
に、地域金融を通じて
地域社会に貢献する
ためにも各種外部研
修に、多くの職員を派
遣し外部研修受講者
によるＯＪＴを実施して
いる。

下記講座等に派遣し
た。融資渉外講座・財
務講座・税務講座・企
業再生支援講座・中小
企業再生支援講座・目
利き力養成講座
その他

下記講座等に引続き派遣予
定。支店長講座・財務講座・
窓口法務講座・目利き力養
成講座・融資渉外講座・税務
基本講座　その他

平成１６年３月末までに、群
信協・全信協・中小企業事業
団各主催の講座に３０名を派
遣した。

平成１６年３月末までの下期に群信協「税
務講座」３名、全信協「目利き力養成講座」
２名を派遣した。

中小企業のために存在するということ
を、基本理念に据えて、地域金融に徹
していかなければならない。そのため
には、職員のレベルアップを図り、顧客
のために、地域社会繁栄のために、中
小企業の支援・育成、地元住民の生活
向上のために邁進していきます。

（５）「地域金融人材育成システム開発プログラム」等への協力 中小企業の財務・経営
管理能力の向上を図
るため、各種の研修に
職員を派遣している。

外部各研修に派遣
各種通信講座の受講

外部各研修に派遣　各種通
信講座の受講

群信協講座１５名派遣、全信
協講座１４名派遣、中小企業
事業団研修１名派遣、総勢３
０名を各種の研修に派遣しま
した。

群信協「税務講座」に３名派遣、全信協「目
利き力養成講座」に２名派遣、総勢５名派
遣しました。

現在、中小企業の財務・経営管理能力
の向上を支援するプロジェクトは、組織
していない。今後も、現状計画はありま
せんが、外部各研修に派遣し、各種通
信講座を受講させ、その他公的資格取
得奨励制度を導入し、人材育成に取組
んでいる。

３．早期事業再生に向けた積極的取組み

（１）中小企業の過剰債務構造の解消・再生の取組み。「早期事
業再生ガイドライン」の趣旨を踏まえた事業再生への早期着手

取引先企業が倒産し
てしまうような場合は
民事再生等プリパッケ
－ジ型再生により事業
再生を進めたい。

民事再生法等の勉強
会を実施する。該当す
る取引先企業があれ
ば適切な方法で着手
する。

該当する取引先企業があれ
ば適切な方法で着手する。

左記の１５年スケジュールの
とおり融資部主催にて民事
再生法についての勉強会を
開催し営業店や本部の担当
者を参加させた。

取引先企業に民事再生法に該当する先は
なかった。

2 （館林信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年度 15年10月～16年3月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（２）地域の中小企業を対象とした企業再生ファンドの組成の取
組み

当該の組合設立には
県内の各信用金庫と
歩調を合わせながら
参画していく。また、群
馬県および信金中金、
県内各信金との情報
交換しながら対応して
いく。

当該組合の組合員と
なる。営業店の店長、
次長を対象とした勉強
会を実施する。

該当案件がある場合は積極
的に取組んでいく。

左記の１５年スケジュールの
とおり融資部主催で企業再
生ファンドについての勉強会
を開催し営業店や本部の担
当者を参加させた。

15年11月、投資事業有限責任組合に加
入。2口（金10百万円）のチャレンジファンド
を申込した。

（３）デット・エクイティ・スワップ、DIPファイナンス等の活用 当金庫ではＤＥＳ，ＤＩ
Ｓファイナンスの手法
を習得していないの
で、手法の習得を図る
為に庫内での勉強会
を実施していく。

営業店の店長、次長
を対象に勉強会を実
施する。

事案の発生に備えたい。 左記の15年スケジュールのと
おり融資部主催でＤＥＳ、ＤＩＰ
ファイナンスの勉強会を営業
店や本部の担当者を集め開
催し知識の習得を図った。

事案の発生はなかった。

（４）「中小企業再生型信託スキーム」等、ＲＣＣ信託機能の活用 庫内勉強会を実施し
て債権流動化、信託
業務について知識の
習得を図る。

融資部審査担当者、
営業店融資担当者を
対象とした勉強会を実
施する。

必要に応じて左記の勉強会
を実施して案件の発生に備
えたい。

15年11月、融資部主催でＲＣ
Ｃ信託機能についての勉強
会を担当者を対象に実施し
た。

事案の発生はなかった。

（５）産業再生機構の活用 現在、債権買取等の
対象となる案件はな
い。発生時には同機
構へ事業再生計画を
提出して現実的、具体
的な議論を進める。現
状では当該機構より
中小企業再生支援協
議会に持ち込める案
件が現実的であると思
われる。

同協議会との情報交
換。同協議会の業務
内容説明会の実施。
案件の持ち込み。

案件の有無については営業
店に確認し、案件がある場合
は中小企業再生支援協議会
と連携を図りながら取組んで
いく。

5年11月、融資部主催で中小
企業再生支援協議会につい
ての勉強会を担当者を対象
に実施した。

持ち込める案件はなかった。

（６）中小企業再生支援協議会への協力とその機能の活用 群馬県中小企業再生
支援協議会との情報
交換を行う。案件を積
極的に持ち込む。

同協議会との情報交
換。案件の持ち込み

同協議会との情報交換。案
件の持ち込み

群馬県中小企業再生支援協
議会へ持ち込める案件は現
在ない。同協議会の業務内
容についての説明会を11月
に実施した。

15年10月、融資部審査担当者を関東財務
局主催､日本政策投資銀行共催の地域経
済再生シンポジウムに参加した。

（７）企業再生支援に関する人材（ターンアラウンド・スペシャリス
ト）の育成を目的とした研修の実施

各部・各営業店の融資
役席者あるいは、渉外
担当者を企業再生支
援講座・融資渉外講
座・財務講座等へ派遣
し、支援スキルの向上
を図っていく。

下記講座等に派遣し
た。融資渉外講座・財
務講座・税務講座・企
業再生支援講座・中小
企業再生支援講座・目
利き力養成講座
その他

下記講座等に引続き派遣予
定。支店長講座・財務講座・
窓口法務講座・目利き力養
成講座・融資渉外講座・税務
基本講座　その他

平成１６年３月末までに、群
信協・全信協・中小企業事業
団各主催の講座に３０名を派
遣した。

平成１６年３月末までの下期に群信協「税
務講座」３名、全信協「目利き力養成講座」
２名を派遣した。

これまでも各種外部研修に、毎年職員
を派遣していますが、リレーションシッ
プバンキングの主旨に則り、企業再生
支援講座・目利き力養成講座等に比重
を高めた人材育成を図っていきます。

3 （館林信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年度 15年10月～16年3月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

４．新しい中小企業金融への取組みの強化

（１）ローンレビューの徹底、財務制限条項やスコアリングモデル
の活用等。第三者保証の利用のあり方

キャッシュフローの手
法について庫内研修
を実施する。施行中の
企業格付システムを
完全なものとして融資
審査面で活用する。

キャッシュフローの手
法について庫内研修
を実施する。企業信用
格付事務説明会を実
施する。

関係する研修、事務説明会
を必要の都度実施する。

キャッシュフローを重視した
融資審査をするために、その
手法の研修をおこない、更に
現在試行的に行っている企
業格付は精度を上げている。

5年11月、融資部主催でキャッシュフロー
の手法および企業格付についての勉強会
を担当者を対象に実施した。

格付を利用した新しい中小企業金融へ
の取組は強化されつつある。
なお、取引先業との貸出契約に財務制
限条項を付加することは、今後の検討
課題と認識している。

（３）証券化等の取組み 信金中金等より情報
収集し、債権流動化・
証券化について知識
の習得を図り案件の
発生に備えたい。

現状では取引企業に該当す
る先はない。

事案の発生はなかった。

（４）財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対する融資プロ
グラムの整備

TKC会計ソフトによる
作成は少ないため、債
務者区分が正常先へ
は優遇金利や無担保
融資、融資審査のス
ピード化。

債務者区分が正常先
へは優遇金利や条件
付無担保融資を実
施。

債務者区分が正常先へは継
続的に優遇金利や無担保融
資、融資審査のスピード化を
実施。

債務者区分が正常先債務者
への貸出金利優遇や無担保
融資については検討中。

債務者区分が正常先債務者への貸出金
利優遇や無担保融資については検討中。

債務者区分が正常先債務者への取組
み。
・上限金額を限定した店長権限の拡大
により融資審査のスピード化。
・貸出金利についても優遇金利を設け
金利負担の軽減を図る。
・正常先債務者については、貸出上限
や返済年数等を定めた一定条件の下
での無担保融資。

（５）信用リスクデータベースの整備・充実及びその活用 企業格付債務者区分
から貸出金利の決定
や貸出審査の簡素化
を行っていく。

ＳＳＣ企業信用格付の
手順に従い最終格付
を８月までに終了さ
せ、9月までに格付と
自己査定結果をマト
リックス表にまとめる。

前年度に従い作業を行う。ま
た、実際に使えるようになる
まで検証を繰り返す。

格付作業は遅れていたが、
15年8月には14年度の格付
作業すべて終了し、直近の自
己査定債務者区分との整合
性、相関性の検証もおこなっ
た。

15年11月、融資役席者と担当者を対象に
15年度の格付事務説明会をおこない、14
年度の格付結果の検証と15年度の格付作
業スケジュールを決めた。16年1月、融資
部での一次格付作業を計画どおり開始す
ることができた。16年6月末日までに完了
を予定している。

格付結果から得られるデータからプラ
イシングをおこなう事や格付を融資審
査に活用する事には至っていないが、
格付の精度は年々上がってきているの
で、今後は格付実行企業数を増やして
いきたい。

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

（１）銀行法等に義務付けられた、貸付契約、保証契約の内容等
重要事項に関する債務者への説明態勢の整備

各重要書類における
法的効力の検証と認
識に取組む。

１５年度重要書類の検
証と事務処理の検証
を行う。

保証人に対し書面を交付し
認識を確認する。

営業店検査において、債権
書類の点検と記入内容の検
証を行いました。

不備事項の検討及び改善策の検討をして
いる状況です。

取引約定書・保証約定書（包括・限
定）・金銭消費貸借契約書・保証意思
確認記録表等の内容について「書式改
定委員会」に提出、協議・検討を行うも
のとする。

（２）「地域金融円滑化会議」の設置・開催 地域金融円滑化会議
の結果を各役員、部
長を交えて、十分に検
証し参考としたい。

関東財務局前橋財務
事務所理財課主催４
回の「地域金融円滑化
会議」に出席した。今
後も参加し、情報交換
等いろいろ吸収し、結
果を十分に検証し参
考として行きたい。

前年度と同様、引き続き参加
し結果等を十分に検証し参
考として行きたい。

関東財務局前橋財務事務所
理財課主催の第１回・第２回
「地域金融円滑化会議」に出
席。

関東財務局前橋財務事務所理財課主催
の第３回・第４回「地域金融円滑化会議」に
出席。

地域金融機関として、きめ細かく親切
に、長期的信頼関係を維持しつつ、地
域住民・中小零細企業の発展のため
貢献していきたい。また、地域金融円
滑化会議の結果を、十分に検証し参考
としたい。

（３）相談・苦情処理体制の強化 営業店・本部にコンプ
ライアンス担当者を任
命配置し、相談・苦情
処理体制を図ってい
る。

コンプライアンス体制
の推進、苦情処理簿
記載事項のチェック・
検討及び「私たちの行
動規範」の徹底。

苦情等の分析を行い、店内
研修を実施する。「私たちの
行動規範」の反復徹底。

毎月コンプライアンス検査報
告書を監査部に提出させ、四
半期ごとにコンプライアンス・
チェックリストを本部（総務
部）報告とし、相談・苦情処理
体制を図っている。

これまで、解決出来ない案件（苦情等）なく
推移している。

本部および営業店にコンプライアンス
担当者を配置し、記録簿に記録し、解
決を図っている。案件すべて、本部報
告とし、解決策を話し合い、解決に向け
推進していく。
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具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年度 15年10月～16年3月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

当金庫が実施するア
クションプログラム項
目の進捗状況は、年2
回の（9月末・3月末）
ディスクロージャー誌
により公表する。

４月～９月末までを平
成１５年１１月に公表し
ました。10月～３月末
までを平成１６年８月
頃までに公表する。

４月～９月末までを平成１6年
１１月頃までに公表する。10
月～３月末までを平成１7年８
月頃までに公表する。

４月～９月末までのアクション
プログラム項目の進捗状況
を平成１５年１０月発行のディ
スクロージャー誌に公表しま
した。

１０月～３月末までのアクションプログラム
項
目の進捗状況を平成１６年８月頃までに公
表
する。

Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

１．資産査定、信用リスク管理の強化

（１）①適切な自己査定及び償却・引当の実施 資産査定の事務説明
会や研修を行い、改定
した「資産査定基準」
及び「資産査定の手引
き」についての理解を
深めていく。

資産査定事務説明会
及び研修の実施。

継続的に資産査定事務説明
会及び研修を実施する。

15年９月に金融庁検査の結
果について指摘を受けた事
項について、資産監査部署
内６名で事務打合せ会を実
施し、また各営業店に対して
は１５年１２月３日研修会を実
施した。

１５年１２月３日各営業店の査定責任者に
対して研修会を実施した。

・「資産査定基準」及び「資産査定の手
引き」の改定
・資産査定の説明会及び研修の実施

（１）②担保評価方法の合理性、処分実績からみた評価精度に係
る厳正な検証

破綻懸念先以下の土
地の評価については、
資産査定基準の評価
方法のほか固定資産
税評価額に倍率表の
倍率を乗じて算出する
ことを検討する。評価
の精度の検証は営業
店から資産監査部署
へ定型化した明細によ
り報告させて、差額
（乖離）を検証する。

評価精度の検証につ
いては、下期から実施
を予定している。

破綻懸念先以下の債務者に
関わる土地の評価方法の改
定を予定している。

評価精度の検証について
は、15年度下期より営業店に
不動産担保売却が発生した
場合、「不動産担保売却報告
書」による報告を義務づけ
た。

１５年１０月より毎月「不動産担保売却報告
書」の提出させている。

破綻懸念先以下の土地の評価方法
に、資産査定基準の評価方法のほか
固定資産税評価額の倍率表の倍率を
乗じて算出することを検討していく。ま
た、評価精度の検証については、１５年
度下期より営業店から資産監査部署
へ定型化した明細により報告させて差
額（乖離）を検証する。

（１）③金融再生法開示債権の保全状況の開示 15年3月期から保全状
況も開示している。

15年3月期から保全状
況も開示している。

平成16年3月期も保全状況も
含めた開示を実施予定。

15年3月期から保全状況も開
示している。

15年3月期から保全状況も開示している。

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上

（２）信用リスクデータの蓄積、債務者区分と整合的な内部格付
制度の構築、金利設定のための内部基準の整備等

企業格付制度は信用
リスク管理の基礎であ
る事は認識しているの
で本格的導入を検討
したい。

自己査定を行った一
般査定先から企業格
付対象先を再リスト
アップする。本部集合
研修、ロジック講習会
に参加する。

格付結果が融資審査担当者
の実感に合うまで検証を行
う。

14年度の格付作業は15年8
月に一次格付を終え、自己
査定債務者区分との整合性
を確認し、勘定科目の入力ミ
スの点検もおこなった。

15年11月、格付事務説明会を当初の計画
のとおりおこなった。

企業格付は年々精度が上がってきて
いるが、まだ実際に使えるものになって
おらず、内部格付制度の構築やプライ
シングのための基準整備も出来ていな
い。その構築、整備のためには営業店
担当者のスキルの向上と格付実行企
業数を増やすことが課題であると認識
している。この前者の課題に対しては、
格付作業の検証やロジック研修を引続
き行う事で対応して行きたい。

３．ガバナンスの強化

（２）①半期開示の実施 毎年、２回ディスクロー
ジャー誌を発行し、当
金庫の情報を開示し
て行く。

４月～９月末までを平
成１５年１０月に公表し
ました。1０月～３月末
までを平成１６年８月
頃までに公表する。

引き続き毎年年２回ディスク
ロージャー誌を発行して行
く。

４月～９月末までのアクション
プログラム項目の進捗状況
を平成１５年１０月発行のディ
スクロージャー誌に公表しま
した。

１０月～３月末までのアクションプログラム
項
目の進捗状況を平成１６年８月頃までに公
表
します。

会員や顧客との良好な関係づくりを通
して、地域金融機関として評価を受け
信頼を得るためにも、常に情報を開示
し、地域に経済的、社会的貢献をして
いきます。

（２）②外部監査の実施対象の拡大等 新日本監査法人と監
査契約により法定監
査を受けています。

監査基準に準拠した
財務諸表等の監査

平成15年度と同様に監査基
準に準拠した財務諸表の作
成

平成15年度の期末監査は4月～5月に実
施し5月24日に監査報告書を受領予定

６．進捗状況の公表
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具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年度 15年10月～16年3月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（２）③総代の選考基準や選考手続きの透明化、会員・組合員の
意見を反映させる仕組み等の整備

総代の選考基準を定
め全信協での検討結
果を踏まえ、総代会の
仕組み、総代の役割、
総代選考基準や選考
方法等ディスクロー
ジャー誌に掲載する項
目を検討する等。

全信協がとりまとめた
情報開示の必須事項
をもとに、総代会機能
向上策を全般的に検
討。ディスクロージャー
誌への掲載方法を検
討、確定し、総代選考
基準を定める。

一定の取引がある会員を対
象に、総代会の主な議案に
ついて説明し、意見を聴取。
会員の意見を総代会で紹介
し、ディスクロージャー誌に関
するアンケート・ヒアリングを
実施し、総代会制度等に対
する理解状況を把握。

現在、全信協がとりまとめた
情報開示の必須事項をもと
に、総代会機能向上策を検
討中。

現在、全信協がとりまとめた情報開示の必
須事項をもとに、総代会機能向上策を検
討中。

現状の分析と評価を踏まえ、全信協が
とりまとめる総代会機能向上策をもと
に対応することとする。なお、総代の定
年制等当金庫だけで対応できるもの以
外については、現在の総代や会員の
意見を踏まえ検討することとする。

（２）④中央機関が充実を図る個別金融機関に対する経営モニタ
リング機能等の活用方針

新日本監査法人と監
査契約により法定監
査を受けています。

監査基準に準拠した
財務諸表等の監査

平成15年度と同様に監査基
準に準拠した財務諸表の作
成

平成15年度の期末監査は4月～5月に実
施し5月24日に監査報告書を受領予定

（３）経営(マネジメント）の質の向上に向けた取組み 人材の確保・育成を図
るため、外部研修に引
き続き派遣していく。そ
して、自立型人材の確
保・育成を図る。

群信協・全信協・中小
企業総合事業団等の
各種講座・研修に派遣
した。

引き続き、群信協・全信協等
の各種講座・研修に派遣して
いく。

平成１６年３月末までに、群
信協・全信協・中小企業事業
団各主催の講座に３０名を派
遣した。

平成１６年３月末までの下期に群信協「税
務講座」３名、全信協「目利き力養成講座」
２名を派遣した。

地域の金融に貢献するという社会的使
命からも、人材育成は重要であり、毎
年定期的に外部研修に派遣していく予
定。

４．地域貢献に関する情報開示等

（１）地域貢献に関する情報開示 地域住民の要望に
マッチした貢献活動の
実施。
地域のお金は地域に
還元。

地域住民の要望に
沿った地域貢献活動と
小口融資および地域
経済の活性化。

継続的な地域貢献活動実施
と小口融資・地域経済の活
性化。

献血活動に職員５０名参加。
館林・大泉・板倉・邑楽町・明
和のお祭りに126名参加。
「たてしん夏季特別融資」を
取扱った。

「館林まちづくり支援資金」、「たてしん冬季
特別融資」を取扱った。
「館林プレミアム消費券」換金業務を担当
した。

【社会文化的な貢献活動】
・現在の地域貢献活動をより充実させ
るため、お客様アンケート「ご意見承わ
りカード」のご意見欄に注視、地域住民
の要望にマッチした地域貢献活動を実
施、ディスクローズ誌で開示。
【経済的な貢献活動】
・「地域のお金は地域に還元」を基本方
針とし、制度的融資や小口融資の積極
融資。

５．法令等遵守（コンプライアンス）

行員による横領事件等、金融機関と顧客等とのリレーションシッ
プに基づく信頼関係を阻害するおそれがある問題の発生防止

モラルの崩壊・愛社精
神の低下など多くの企
業で直面していますが
きめ細かな現場教育、
研修が必要です。当
金庫においても、重要
であると認識してお
り、コンプライアンス体
制の整備を図っていま
す。

毎月「コンプライアン
ス」の検査報告書を監
査部に報告、四半期ご
とに各営業店コンプラ
イアンスチェックリス
ト、各本部コンプライア
ンスチェックリストを統
括部署（総務部）に提
出している。

毎月「コンプライアンス」の検
査報告書を監査部に報告、
四半期ごとに各営業店コンプ
ライアンスチェックリスト、各
本部コンプライアンスチェック
リストを統括部署（総務部）に
提出している。

各営業店・各本部において、
コンプライアンス体制をよりよ
く確立するために、ＯＪＴ等を
通じて意識付けを行ってい
る。

各営業店・各本部において、コンプライアン
ス体制をよりよく確立するために、ＯＪＴ等
を通じて意識付けを行っている。

地域金融機関として、地域社会の構成
員の一員として、当然果さなければな
らない事を徹底し、コンプライアンスの
重要性を常に役職員全員で認識し、体
制整備を図っています。

（備考）別紙様式１による個別項目の計画数・・・3 6
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３．その他関連する取組み（別紙様式２）

項　　　　　目
具体的な取組み 進捗状況

15年度 15年10月～16年3月
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（別紙様式３－３）
経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績

館林信用金庫

【15年度（15年4月～16年3月）】
（単位：先数）

期初債務者数 うち
経営改善支援取組み先　α αのうち期末に債務者区

分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者区
分が変化しなかった先
γ

正常先 838

要
注
意
先

うちその他要注意先 300 1 1

うち要管理先 93 9 1 6

破綻懸念先 119

実質破綻先 102

破綻先 18

合　計 1,470 10 1 7

注） ・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。
・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については
　（仮に選定時の債務者区分が期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。
・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。
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